
大学図書館等への紹介事業に関する内規 

制  定  昭 62.10.１  

（趣旨） 

第１条 大阪市立図書館の利用者が、大学図書館等の資料を利用しようとする場合におい

て必要な手続は、この内規の定めるところによる。 

（手続） 

第２条 紹介状の発行を申請しようとする者は、予め、大学図書館等に所蔵の有無・閲覧

期間等について問い合わせ、その承諾を得たうえ、別記様式１による申請書を提出しな

ければならない。 

（紹介状の発行） 

第３条 館長は、大学図書館等への紹介を適当と認めるときには、大学図書館等に対し、

別記様式２による紹介状を発行するものとする。 

附 則 

この内規は、昭和 62 年 10 月１日から施行する。 


